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令和５年12月５日（火曜日） 

 

○出席議員（13名） 

    議 長  七  田  満  男 君     ７ 番  恩  道  正  博 君 

    １ 番  中  村     聡 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    ２ 番  土  屋  克  之 君     ９ 番  夷  藤     満 君 

    ３ 番  西  尾  雄  次 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ４ 番  磯  貝  幸  博 君     11 番  中  川     達 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  生  田  勇  人 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 桐 山 一 人 君 

総 務 部 長 松 井 賢 志 君 

総 務 部 担 当 部 長 
（税 務 担 当） 
兼 税 務 課 長 

北 野   享 君 

町 民 福 祉 部 長 
兼 保 険 年 金 課 長 

助 田 有 二 君 

町民福祉部担当部長 
（住民・子育て支援担当） 

中 川 裕 一 君 

都 市 整 備 部 長 
兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域産業振興担当） 

宮 本 義 治 君 

都市整備部担当部長 
（上下水道担当） 

神 農 孝 夫 君 

教育委員会教育部長 上 出 勝 浩 君 

消 防 本 部 消 防 長 重 島 康 人 君 

総 務 部 総 務 課 長 山 田 卓 矢 君 

総務部総務課担当課長 
（人事秘書担当） 

安 下 美智子 君 

総 務 部 財 政 課 長 北   正 樹 君 

町民福祉部住民課長 
兼 環 境 管 理 室 長 

川 本 静 絵 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

吉 田 真理子 君 

町民福祉部保険年金課担当課長 
兼保険年金課保健センター所長 

前 田 理 子 君 

町民福祉部福祉課担当課長 
兼福祉課地域包括支援センター所長 

上 前 久美子 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

秋 田 博 之 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

奥 田 隆 幸 君 

都 市 整 備 部 
地域産業振興課長 

宮 崎 重 幸 君 

都市整備部地域産業振興課 
担当課長兼観光振興室長 

長谷川 万里子 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長補佐 

渡 辺   崇 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

四月朔日 松英 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

福 島 誠 一 君 

教育委員会教育部 
学 校 教 育 課 長 

法 利 康 博 君 

教育委員会教育部文化スポーツ課長 
兼図書館長兼男女共同参画室長 

中 村 友 和 君 

消防本部消防署長 
兼 消 防 課 長 

中 本   潤 君 

  



 －2－

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 川 竜 一 君 

事務局参事兼次長 川 端 誠 矢 君 

事 務 局 書 記 中 村 円 香 君 

 

○議事日程（第１号） 

  令和５年12月５日  午後１時開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案一括上程 

  議案第55号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔令和５年度内灘町一般会計補正予算（第４号）〕 

  議案第56号 令和５年度内灘町一般会計補正予算（第５号） 

  議案第57号 令和５年度内灘町新エネルギー事業特別会計補正予算（第１号） 

  議案第58号 令和５年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第59号 令和５年度内灘町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  議案第60号 令和５年度内灘町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第61号 令和５年度内灘町水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第62号 令和５年度内灘町下水道事業会計補正予算（第２号） 

  議案第63号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につ 

        いて 

  議案第64号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第65号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第66号 内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

        例について 

  議案第67号 内灘町印鑑条例の一部を改正する条例について 

  議案第68号 内灘町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

  議案第69号 内灘町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について 

  議案第70号 内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条 

        例について 

  議案第71号 内灘町火災予防条例の一部を改正する条例について 

  議案第72号 内灘町産業支援センターの指定管理者の指定について 

  議案第73号 内灘町体育施設（総合体育館等）の指定管理者の指定について 

  提案理由の説明 
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   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○再開・開議 

           午後１時00分再開 

○議長【七田満男君】 傍聴席の皆様には、

本会議の傍聴にお越しをいただき誠にありが

とうございます。 

 本会議場におきましては、携帯電話を鳴ら

すことのないよう、ご協力願います。また、

撮影や録音はご遠慮くださいますよう、お願

い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は13名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより令和５年内灘町議会定例会を再開し、

直ちに12月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【七田満男君】 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により、議長において、８番北川悦子議員、

10番清水文雄議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【七田満男君】 日程第２、審議期間

の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今12月会議の審議期間

は、本日から12月14日までの10日間といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、今12月会議の審議期間は、本日

から12月14日までの10日間に決定いたしまし

た。 

 なお、会議予定につきましては、お手元に

配付いたしました案のとおりでありますので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【七田満男君】 日程第３、諸般の報

告を行います。 

 まず、今12月会議に説明のため説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしたところ、説明のため出席を

している者の職、氏名は、別紙説明員一覧表

としてお手元に配付しておきましたので、ご

了承願います。 

 次に、監査委員から令和５年８月分、９月

分、10月分の例月出納検査結果及び定期監査

の結果について報告がありました。写しをお

手元に配付しておきましたので、ご了承願い

ます。 

 次に、さきの９月会議におきまして可決し

た少人数学級・教職員定数の改善に係る意見

書につきましては、内閣総理大臣並びに関係

方面に提出しておきましたので、ご了承願い

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【七田満男君】 日程第４、議案第55

号専決処分の承認を求めることについて〔令

和５年度内灘町一般会計補正予算（第４

号）〕から議案第73号内灘町体育施設（総合

体育館等）の指定管理者の指定についてまで

の19議案を一括して議題といたします。 

 なお、今12月会議に提出された議案につき

ましては、お手元に配付してあります議事日

程（第１号）に記載のとおりでありますので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【七田満男君】 提出議案に関し、こ

れより町長から提案理由の説明を求めます。

川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、令和５

年内灘町議会12月会議が開催されるに当たり、

本会議に提出しております令和５年度補正予

算及びその他の議案の提案理由並びにその概
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要についてご説明申し上げます。議員各位並

びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 さて、今年も残すところ一月足らずとなり

ましたが、振り返ってみますと、５月に新型

コロナウイルス感染症の分類が５類に引き下

げられ、全国各地で様々な行事やイベントが

再開されるなど、コロナ禍前のにぎわいが戻

ってまいりました。 

 本町におきましては、世界の凧の祭典やア

カシアロマンチック祭、町民体育祭など、多

くの皆様にご参加いただき、人と人が触れ合

うすばらしさを再認識する機会となりました。 

 また、今年の夏は記録的な猛暑となりまし

たが、町民夏まつりでは、多くの方々にご来

場いただき、大変な盛り上がりでございまし

た。各地区では、夏祭りや文化祭も行われる

など、地域活動の活性化と併せ、世代を超え

た住民相互のつながりの大切さを実感したと

ころでございます。 

 このように、令和５年はアフターコロナ元

年にふさわしい活気あふれた一年であったと

感じております。 

 このような中、７月には、線状降水帯の影

響により、これまでに経験したことのない大

雨が降り、北部地区において道路の冠水や崖

地の崩落が発生するなど、災害の恐ろしさを

目の当たりにしたところでございます。 

 改めまして、被災されました町民の皆様に

対し心よりお見舞い申し上げますとともに、

一日も早い復旧に全力で取り組んでまいりま

す。 

 このような自然災害の原因の一つに地球温

暖化が関係していると言われており、私たち

の生活や自然環境等へ大きな影響を与えてお

ります。 

 町におきましては、2050年ゼロカーボンシ

ティの実現のため、環境問題の解決に向けた

各種施策を推進しており、令和５年度は、省

エネ家電買換促進補助金の創設や、役場庁舎

をはじめとする公共施設の電気照明設備のＬ

ＥＤ化を行ってまいりました。 

 今後も引き続き、地球温暖化対策を含めた

将来につながる各種施策を推進するとともに、

災害に対する備えを強化し、町民の皆様の安

心・安全の確保に努めてまいります。 

 また、私たちの生活においては、物価高騰

の影響により依然として厳しい状況が続いて

おります。 

 このような中、町では、事業者や町民の皆

様を支援するため、元気内灘地域応援クーポ

ン券の配布や元気内灘住宅リフォーム助成事

業を実施したほか、学校給食や保育所等に対

し、食材費の上昇分を支援いたしました。 

 物価高騰による影響は、今後も続くことが

懸念されております。事業者及び町民の皆様

の負担軽減を図るため、スピード感を持って

各種施策に取り組んでまいります。 

 先月12日、内灘町文化会館において、いし

かわ百万石文化祭2023の町事業としてファミ

リーミュージカル「アワガサキ・トラベラー

ズ」を開催いたしましたところ、多くの方々

にご来場いただきました。 

 かつて北陸の宝塚と言われた粟ヶ崎遊園を

テーマに、少女歌劇団による華やかな踊りの

様子や、粟ヶ崎遊園に人生をかけた方々の熱

い思いが伝わるすばらしいミュージカルでご

ざいました。 

 町におきましては、このようなイベントや

行事活動を通じ、にぎわいの創出や地域コミ

ュニティの活性化に取り組み、明るく元気な

まちづくりを力強く進めてまいります。 

 師走を迎え、これから一層寒さが厳しい時

期となりますが、議員各位並びに町民の皆様

におかれましては、どうぞご自愛いただき、

輝かしい新年をお迎えになられますよう心か

らご祈念申し上げます。 

 また、新たに迎える令和６年も引き続き、

「明るく元気な町」「誰もが住んでよかった、

住みたいと実感できるまちづくり」の実現に
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向け、町政運営に邁進する所存でございます。 

 それでは、ただいまから提出議案の提案理

由をご説明申し上げます。 

 議案第55号 専決処分の承認を求めること

につきましては、地方自治法第179条第１項

の規定に基づき、本年11月21日に専決処分し

た令和５年度内灘町一般会計補正予算（第４

号）について、議会に報告し、承認を求める

ものでございます。 

 補正の内容といたしましては、住民税非課

税世帯へ給付する物価高騰対応重点支援給付

金に係る事務費及び事業費の増額補正でござ

います。 

 議案第56号 令和５年度内灘町一般会計補

正予算（第５号）につきましては、歳入歳出

それぞれ３億1,890万円を増額し、歳入歳出

予算の総額を110億9,970万円とするほか、債

務負担行為及び地方債の補正を併せて計上す

るものでございます。 

 歳出の主な内容といたしましては、総務費

では、法改正に伴う住民記録システムの改修

費用を、民生費では、サービスの利用件数増

加に伴う障害者自立支援給付費及び障害児福

祉給付費の増額に加え、医療費の増加に伴う

子ども医療費助成金及びひとり親家庭等医療

費助成金の増額等を計上いたしました。 

 また、申請件数の増加に伴う出産祝金の増

額補正のほか、展望温泉ほのぼの湯を適正に

管理運営するため、温浴施設等管理委託料の

増額を計上いたしております。 

 衛生費では、河北潟水質監視装置撤去工事

費のほか、新エネルギー事業特別会計補正予

算に係る繰出金を計上いたしました。 

 農林水産業費では、本年７月の大雨災害に

よる農地及び畑地かんがい施設の復旧工事費

のほか、被災した農業者の営農継続を支援す

るため、被災農業者再建支援事業費補助金を

計上いたしております。 

 商工費では、同じく被災した事業者の事業

継続を支援するため、被災事業者再建支援事

業費補助金を計上いたしました。 

 土木費では、消雪設備に係る修繕料を、消

防費では、来年度の新規採用職員に係る被服

費などを計上いたしております。 

 教育費では、小学校教科書改訂に伴うデジ

タル教科書などの購入費用のほか、サイクリ

ングターミナルを適正に管理運営するため、

管理委託料の増額等を計上いたしました。 

 このほか、電気料金の高騰などにより不足

が見込まれる、役場庁舎をはじめとした公共

施設に係る光熱水費の増額補正及び、人事院

勧告に準じた人件費の補正を計上いたしてお

ります。 

 歳入の主な内容といたしましては、障害者

自立支援給付費等に対する国及び県負担金の

ほか、本年７月の大雨災害に伴う国、県から

の補助金などを計上いたしました。 

 議案第57号 令和５年度内灘町新エネルギ

ー事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、電気料金の高騰による光熱水費の不

足に伴う増額補正でございます。 

 議案第58号 令和５年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、前年度事業の精算に伴う保険給付費等交

付金の返還金などを計上いたしました。 

 議案第59号 令和５年度内灘町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、令和４年度決算剰余金による繰越金の

ほか、保険料収入見込額の増額に伴う後期高

齢者医療広域連合納付金の増額等を計上いた

しております。 

 議案第60号 令和５年度内灘町介護保険特

別会計補正予算（第２号）につきましては、

介護報酬改定等に伴うシステム改修費用の増

額補正でございます。 

 議案第61号 令和５年度内灘町水道事業会

計補正予算（第３号）、議案第62号 令和５

年度内灘町下水道事業会計補正予算（第２

号）、以上２議案につきましては、電気料金

の高騰などによる維持管理費の増額補正のほ
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か、人事院勧告等に伴う人件費の補正等を計

上いたしました。 

 議案第63号 議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について、議案第64号 常勤の特別職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、議案第65号 一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例について、

以上３議案につきましては、人事院勧告に準

じて給料表の改正及び期末手当等の支給率を

引き上げるなど、所要の改正でございます。 

 議案第66号 内灘町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、一般職の職員の給与

に関する条例に準じて給料表の改正を行うも

のでございます。 

 議案第67号 内灘町印鑑条例の一部を改正

する条例について、議案第68号 内灘町手数

料徴収条例の一部を改正する条例について、

以上２議案につきましては、コンビニ交付サ

ービスの導入に伴う所要の改正でございます。 

 議案第69号 内灘町町道の構造の技術的基

準を定める条例の一部を改正する条例につき

ましては、国の第２次自転車活用推進計画の

策定に伴い、自転車通行帯の設置規定を設け

るものでございます。 

 議案第70号 内灘町消防団員の定員、任免、

給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例につきましては、現場対応力の強化と消

防防災体制の向上を図るため、現場指揮や安

全管理などの指揮監督を行う副団長を１名増

員するものでございます。 

 議案第71号 内灘町火災予防条例の一部を

改正する条例につきましては、上位法令の改

正に伴う所要の改正でございます。 

 議案第72号 内灘町産業支援センターの指

定管理者の指定につきましては、令和６年４

月１日から３年間、内灘町商工会を指定管理

者として指定するため、議会の議決を求める

ものでございます。 

 議案第73号 内灘町体育施設（総合体育館

等）の指定管理者の指定につきましては、令

和６年４月１日から３年間、特定非営利活動

法人スポーツクラブプラッツうちなだを指定

管理者として指定するため、議会の議決を求

めるものでございます。 

 以上、今回提出いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。 

 何とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご

決議を賜りますようお願いを申し上げまして、

私の説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【七田満男君】 提案理由の説明は終

わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【七田満男君】 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日６日は、議案調査

のため休会にいたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【七田満男君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明日６日は休会とすることに決

定いたしました。 

 次回の本会議は７日午前10時から開き、提

出議案に対する質疑、委員会付託並びに町政

に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後１時23分散会 

 


